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春の安心ネット、新学期一斉行動Y

スマートフォンを
安心安全につかうために

　満18歳未満の子供のスマートフォン（以下スマホ）利用には、『利用時間の見極め』と『保護者の見守

り』が大切です。

　スマホはアプリケーション（以下アプリ）で多様な使い方ができることから、インターネット全般を

使いこなす力（ルールやマナーを守る社会性、責任感、自制心等）が必要です。子供の年齢や成長度合

いで保護者の方が利用時間を見極めながら、子供向けスマホの利用や、フィルタリング・機能制限等

学齢に合った適切な対応を行ってください。

　スマホのアプリ利用は、個人の利用者情報の送信を伴うことも多く、利用規約を

よく読んで確認し、納得して利用する必要があります。普段使っているアプリに

ついての話をしたり、アプリのダウンロードや購入に一定のルールを設けたり、

判断が必要なメッセージが画面に出たら保護者を聞くように促す等、何でも気

軽に相談できる親子関係づくりと日ごろのコミュニケーションが大切です。

【問い合わせ先】総務省北海道総合通信局情報通信部電気通信事業課

　　　　　　　　1011－709－2311（内線4706）

保護者の方へ

◆利用時間の見極め

◆保護者の見守り

不法電波から

くらしを守れY

　不法電波は、携帯電話やテレビ・ラジオに障害を与えるなど、

日常生活に悪影響を及ぼすばかりか、消防、救急、防災行政、交

通など、人命にかかわる重要な無線通信を妨害して、私たちの生

活を脅かします。

　総務省北海道総合通信局では、電波監視を実施し、適正な電波

環境の維持に努めています。

　電波に関する困りごとやご相談は下記へお問い合わせください。

【問い合わせ先】北海道総合通信局　1011－737－0099

【電話受付時間】8：30～12：00、13：00～17：00

（土日祝日を除く）

【電子メールによる問い合わせ先】soudan-hokkaido@soumu.go.jp

【ホームページ】http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/　

　北海道新幹線の建設主体である独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、平成14年
1月に公表した環境影響評価書（新青森・札幌
間）に基づく事後調査等を実施しました。報告
書（平成27年3月）の閲覧を希望される方は八雲
町役場新幹線推進室までお越しください。
【閲覧期間】5月7日（木）～6月3日（水）
【閲覧時間】午前8時30分～午後5時15分（土日を除く）

北海道新幹線環境影響評価書に基づく
事後調査等の公表について
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